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現行計画等の総括 

 

１．現行計画（ストップ温暖化！低炭素社会のまちあかしプラン<2018 年 6 月>） 

（１）基本的事項 

基準年度については、国の「地球温暖化対策計画」及び兵庫県の「兵庫県地球温暖化対策

推進計画」に準じて、算出可能な最新年度である 2013年度（平成 25年度）としました。 

また、目標年度は、中長期的な観点に立った施策が盛り込まれていることもあり、そのよ

うな施策の評価が定まるまで一定の期間が必要であると考えられることから、国の実行計画

策定マニュアルに定められているとおり、パリ協定の趣旨を踏まえ、国の「地球温暖化対策

計画」に即する観点から、計画期間の最終年度 2030年度（令和 12年度）を目標年度としま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法の対象とする以下の７つの物質としま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

基準年度と目標年度 

対象とする温室効果ガス排出量 
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（２）温室効果ガス排出量の削減目標 

2013年度（平成 25年度）を基準とした 2030年度（令和 12年度）の温室効果ガス削減量

は、県と同じ削減率である以下の削減目標を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地球温暖化対策推進戦略 

地球温暖化対策の推進にあたっては、市が率先して施策を実施し、市民・事業者の自主的

な取組を促すともに、都市の低炭素化、３Ｒによる資源循環の推進を図っていくため、施策

を５つの戦略に分類し、温室効果ガス排出量削減に向けて取組を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明石市地球温暖化対策推進戦略 
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（４）計画の推進体制と推進管理 

計画を推進するために、明石市環境基本計画推進パートナーシップ協議会（エコウイング

あかし）、兵庫県地球温暖化防止推進員、兵庫県地球温暖化防止活動推進センターなどと連

携し、施策の展開を図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進行管理については、環境マネンジメント

の考え方に基づき、ＰＤＣＡサイクルを活用して施

策の実施状況を把握し、点検・評価することにより

改善を行い、次の展開に繋げてきました。施策ごと

の目標・指標の達成状況を最新年度の温室効果ガス

排出量等とともに市のホームページ、環境レポート

などを通じて公表してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

２．温室効果ガス排出状況 

（１）基準年度比温室効果ガス排出状況 

市内の温室効果ガス排出量は、2013年度（基準年度）で 1,772千ｔ-CO2でしたが、2018

年度（現況年度）には約 233千ｔ-CO2減少し、1,539千ｔ-CO2（基準年度比▲13.2％）とな

っています。一方で、エネルギー消費量は 2013年度に 17,838ＴＪだったものが、2018年度

には 18,415ＴＪに増加（基準年度比 3.2％増）しています。 
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また、部門別の増減状況を見ると、廃棄物分野及び代替フロン等を除く部門・分野で減少

が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）部門別温室効果ガス排出量の割合 

2018年度の部門別二酸化炭素排出量の 

割合は、産業部門が 42.7％、運輸部門が 

21.1％、家庭部門が 18.2％、業務その他 

部門が 10.6％、廃棄物分野が 7.5％となっ 

ています。 

 

 

 

 

部門別温室効果ガス排出量の割合 

1,772

1,539

17,838
18,415

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2013

（基準年度）

2018

（現況年度）

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
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基準
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2013
（基準年度）

2018
（現況年度）

基準
年度比

二酸化炭素 1,672 1,409 ▲15.7% 

産業部門 691 601 ▲13.0% 7,403 8,430 13.9% 

運輸部門 303 297 ▲2.0% 4,309 4,322 0.3% 

家庭部門 377 256 ▲32.1% 3,774 3,598 ▲4.7% 

業務その他部門 206 150 ▲27.2% 2,352 2,064 ▲12.2% 

廃棄物分野 95 105 10.5% 

メタン 6 5 ▲19.0% 

一酸化二窒素 29 28 ▲2.1% 

代替フロン等 66 97 47.7% 

1,772 1,539 ▲13.2% 17,838 18,415 3.2% 

※四捨五入の関係で、合計値は整合しない場合があります。

区　　分
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（３）温室効果ガス排出量の増減要因 

温室効果ガス排出量の増減要因については、次の算定式に基づいて、活動量、エネルギー

消費原単位（エネルギー消費量／活動量）、炭素集約度（CO2 排出量／エネルギー消費量）の

３つの要因に分解し、それぞれが寄与する増減量（寄与増減量）を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門・分野 要因分析 

産業部門：【目標：2013年度比 15.4％減】    削減実績：13.0％減 

 農林業 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 9.8％減少 

・農業産出額は 4.6％増加しているものの、エネルギー消費原単位

（▲6.1％）及び炭素集約度（▲8.2％）が減少 

 水産業 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 4.5％増加 

・エネルギー消費原単位（▲21.2％）及び炭素集約度（▲11.2％）

しているものの、漁業生産額が 36.5％増加 

 建設業 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 42.7％減少 

・建設業就業者人数（▲9.1％）、エネルギー消費原単位（▲27.9％）、

炭素集約度（▲12.6％）ともに減少 

 製造業 

・温室効果ガス排出量は、2013年度比 12.8％減少 

・製造品出荷額は 24.7％増加しているものの、エネルギー消費原

単位（▲7.6％）、炭素集約度（▲24.4％）ともに減少 

運輸部門：【目標：2013年度比 29.7％減】      削減実績：2.0％減 

 自動車 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 1.8％増加 

・エネルギー消費原単位（▲0.7％）は減少しているものの、自動

車保有台数（2.5％）、炭素集約度（0.1％）ともに増加 

 鉄道 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 41.1％減少 

・市内の営業キロ数（▲9.8％）、エネルギー消費原単位（▲4.3％）、

炭素集約度（▲31.8％）ともに減少 

温室効果ガス排出量の増減要因 
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国内船舶 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 7.5％減少 

・船舶輸送量（▲25.9％）は減少しているものの、エネルギー消費

原単位（24.9％）が増加、炭素集約度は増減なし 

家庭部門：【目標 2013年度比 39.7％減】      削減実績：32.1％減 

家庭部門 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 32.1％減少 

・世帯数（5.9％）は増加しているものの、エネルギー消費原単位

（▲9.9％）、炭素集約度（▲28.9％）ともに減少 

業務部門：【目標 2013年度比 39.9％減】      削減実績：27.2％減 

業務その他部門 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 27.2％減少 

・業務部門就業者人数は 7.3％増加しているものの、エネルギー消

費原単位（▲18.2％）、炭素集約度（▲17.1％）減少 

廃棄物分野：【目標 2013年度比 13.9％※減】   削減実績：10.5％増 

一般廃棄物の焼却 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 1.7％増加 

・焼却量原単位は 9.6％減少しているものの、人口は 2.2％増加、

炭素集約度（10.1％）増加 

産業廃棄物の焼却 

・温室効果ガス排出量は 2013年度比 19.2％増加 

・焼却量原単位は 22.5％減少しているものの、製造品出荷額

（24.7％）、炭素集約度（23.4％）増加 

※現行計画では、削減目標として「その他」に区分 

 

３．再生可能エネルギー導入状況 

 市内の再生可能エネルギーの導入量は 2019年度で 69,433kWで、市内の消費電力に占める

導入割合は、5.3%です。また、導入量の約 95%は太陽光発電が占めています。 
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＜住宅用太陽光＞ 

 2020年 3月時点で 6,465 件となっており、年間 400～500件のペースで増加しています。

なお、市内の戸建住宅総数 57,450戸の約 12％に相当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．取組実施状況 

 現行計画の５つの戦略に掲げる主要な取り組みについて、実施状況と 2021 年度の取り組

みに対する評価を整理しました。評価の区分は以下のとおりです。 

 

区分 評価基準 

S 取り組みがとても進んでいる 

A 取り組みがよく進んでいる 

B 取り組みが進んでいる 

C 取り組みがあまり進んでいない・できていない 

 

産業部門 

種別 対策 施策の内容 主な取り組み 評価 

省エネ 
高効率機器の導入促

進 

国等が実施する産業部門の取り

組みについて、普及啓発を行いま

す。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
B 

省エネ 

トップランナー制度

等による省エネ化の

推進 

トップランナー機器のエネルギー

消費効率向上を進めることで、中

小事業所の省エネ化を推進しま

す。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
B 
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省エネ 

事業所におけるエネ

ルギー管理システム

の導入 

BEMS の普及促進及び事業者へ

の情報提供を行います。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
C 

再エネ 
再生可能エネルギー

の導入促進 

国、県による支援制度を活用した

再生可能エネルギー機器の導入

促進を図ります。 

・ホームページ等による補助金

情報の提供 

・自家消費型太陽光発電設置

支援事業（2022） 

B 

 

家庭部門 

種別 対策 施策の内容 主な取り組み 評価 

省エネ 
住宅リフォームに対

する助成の実施 

「明石市住宅リフォーム助成事業」

として市民が市内施工業者を活

用して持ち家をリフォームする際

に工事費用の一部を助成します。 

住宅リフォーム助成事業 B 

省エネ 省エネ住宅の促進 
省エネ住宅、ゼロエミッション住

宅などの普及促進を検討します。 

・ホームページ等による普及啓

発及び情報提供 

・ZEH 住宅支援（2022） 

B 

省エネ 
省エネ型家電製品の

導入促進 

事業者、消費者へ省エネ型製品買

替の普及啓発を行います。 

・ホームページ等による普及啓

発及び情報提供 
B 

省エネ 
高効率機器の導入促

進 

潜熱回収型給湯器、家庭用燃料

電池等の導入支援、普及啓発を

図ります。 

・家庭用燃料電池設置支援 

（2021～） 
A 

省エネ 
家庭の省エネ活動の

推進 

｢地球温暖化防止ハンドブック」な

どの啓発冊子等を活用し、家庭で

の CO₂削減に向けた具体的行動

を促進します。 

・ハンドブックの配布 

・子育て支援事業と連携した

保護者への啓発 

・気候非常事態宣言の周知 

B 

再エネ 
再生可能エネルギー

の導入 

再生可能エネルギー機器の導入

促進について検討します。 

・蓄電池設置及び既存住宅太

陽光設置支援（2022～） 
A 

 

業務部門 

種別 対策 施策の内容 主な取り組み 評価 

省エネ 
高効率機器の導入促

進 

国等が実施する産業部門の取り

組みについて、普及啓発を行いま

す。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
B 
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省エネ 

トップランナー制度

等による省エネ化の

推進 

トップランナー機器のエネルギー

消費効率向上を進めることで、中

小事業所の省エネ化を推進しま

す。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
B 

省エネ 

事業所におけるエネ

ルギー管理システム

の導入 

BEMS の普及促進及び事業者へ

の情報提供を行います。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 
C 

再エネ 
再生可能エネルギー

の導入促進 

国、県による支援制度を活用した

再生可能エネルギー機器の導入

促進を図ります。 

・ホームページ等による補助金

情報の提供 

・自家消費型太陽光発電設置

支援事業（2022） 

B 

 

運輸部門 

種別 対策 施策の内容 主な取り組み 評価 

省エネ 
エコカー普及率の向

上 

プラグインハイブリッド自動車や

電気自動車の普及に努めます。 

急速充電設備の整備に努めると

ともに、燃料電池車や水素自動車

などについても、導入機運の醸成

に努めます。 

ホームページ等による補助金

情報の提供 

電気自動車を導入し環境へ負

荷の軽減に貢献し、市内を走

ることによる啓発にも繋げて

いる。 

B 

省エネ エコドライブの推進 
エコドライブを推進し、自動車か

らの CO₂削減を図ります。 

ホームページ等による普及啓

発及び情報提供 
B 

省エネ 
カーシェアリングの

普及促進 

車利用の意識改革を図るため、

自発的な取り組みの拡大や定着

につなげる普及啓発活動を実施

します。 

ホームページ等による啓発活

動の実施 
C 

 

廃棄物部門 

種別 対策 施策の内容 主な取り組み 評価 

省エネ 
明石市一般廃棄物処

理基本計画の推進 

明石市一般廃棄物処理基本計画

に基づき、３Ｒを推進し、廃棄物

由来の CO₂排出量の抑制を図り

ます。 

明石市一般廃棄物処理基本計

画に基づき、３Ｒを推進し、廃

棄物由来の CO₂排出量の抑

制 

A 

省エネ 廃棄物焼却量の抑制 

３Ｒを推進することにより、焼却

施設からの CO₂排出量の抑制を

図ります。 

３Ｒを推進することにより、焼

却施設からの CO₂排出量の

抑制 

A 
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５．現行計画の課題と総括 

（１）温室効果ガス排出削減目標に関する課題と今後の方向性 

 2018年度の温室効果ガス排出量は、1,539千 t-CO2であり、基準年度（2013年度：1,772

千 t-CO2）比 13.2％減少しています。しかし、現行計画の 2030年度目標である 26.5％

に約 13.3％未達成な状況です。更なる省エネルギー強化、再生可能エネルギーの導

入加速化を目指していく必要があります。 

 温室効果ガス排出量の部門別割合を見ると、産業部門が約 4割、家庭部門及び運輸部

門がそれぞれ約 2割であり、これら 3部門で全体の約 8割以上を占めています。従っ

て、産業、家庭、運輸部門に関する取組の強化を図っていく必要があります。 

 産業部門については、排出量の大きな割合を占める製造業では、省エネの取組が進ん

でいますが、活動量（製造品出荷額）も増加しており、大きな削減にはつながってい

ません。製造業分野を中心に、エネルギー効率の高い設備導入などを含め、さらなる

省エネを進めるとともに、使用エネルギーの脱炭素化を図る必要があります。 

 家庭部門については、近年、本市では人口増加に伴い、世帯数が増加していますが、

各家庭における省エネの取組が進んでいることに加え、電力の排出係数が大きく低下

しており、全体として削減が進んでいます。引き続き、脱炭素型のライフスタイルへ

の転換、省エネ機器の買い替え促進、ZEHなど住宅の脱炭素化に加え、使用するエネ

ルギーの脱炭素化を図る必要があります。 

 運輸部門については、自動車保有台数が増加していることにくわえ、燃費改善などの

取組が進んでおらず、削減が進んでいません。エコドライブなどの運用改善、次世代

自動車の普及を図る必要があります。 

 廃棄物分野の温室効果ガス排出割合は、全体の約 7％程度ですが、温室効果ガス排出

量は基準年度（2013年度）比 13.9％の削減目標に対して 10.9％増加しています。人

口が基準年度比 2.2％増加しているものの廃棄物の焼却量を減らしていく必要があ

り、今後は、市民・事業者に廃棄物減量への取組強化を図っていく必要があります。 

 再生可能エネルギーの導入については、太陽光発電を中心に導入量の増加が続いてい

ますが、市内の消費電力に占める割合は約 5.3%にとどまっており、再生可能エネル

ギーによる自給を高めるため、さらなる導入の加速化が必要です。規模の大きな事業

用太陽光については、事業適地の減少や売電価格の低下に伴い、導入速度が鈍化して

いることから、今後は、住宅や事業場などの建築物を中心に自家消費型の太陽光発電

の導入を進めていく必要があります。 

 

（２）取組に関する課題 

 現行計画に基づき、５つの戦略を掲げ取組を進めています。施策内容の多くは、ホー

ムページを活用した情報提供や啓発ですが、気候非常事態宣言以降は、市民や事業者

への補助金制度の創設などにも取り組んでいます。 
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 各施策の評価基準として、定量的な目標設定が難しいものや、定性的な目標設定のも

のもあり、削減効果の高い取組については、定量的な目標を定め、推進していく必要

があります。 

 産業部門、家庭部門、業務部門については、高効率機器、トップランナー製品、再生

可能エネルギーの導入促進を削減効果の高い取組項目として掲げていますが、いずれ

もＨＰ等による情報提供と啓発の実施内容となっていますので、今後は情報提供の内

容や啓発方法の見直しを行うとともに、より実効性のある取組について検討していく

必要があります。 

 運輸部門については、エコカー普及率の向上、エコドライブの推進、カーシェアリン

グの普及促進など取組項目を掲げていますが、ＨＰ等による情報提供や啓発となって

います。情報提供や啓発方法の見直しにくわえ、エコカーの普及促進に向けたより効

果的な取組を検討していく必要があります。 

 家庭部門については、昨年度実施した地球温暖化対策に関する市民意識調査結果では、

地球温暖化防止の行動に取り組みにくい理由として「何をしたらよいのかわからな

い」と回答した割合が約 3 割あったことから情報提供や啓発方法の見直しをする必要

があります。 

 廃棄物分野については、取組の点検・評価において評価基準が Aランクとして評価し

ていますが、温室効果ガス排出量が増加している状況です。この乖離を縮小していく

ためにも定量的な目標を掲げて点検・評価を行っていく必要があります。 

 


